
以下、提出書類をご確認の上、同封の封筒にてご返送ください

※提出期限厳守・期間を過ぎた書類は受付いたしません

　『年末調整　調査票』　　…この用紙　 以下の【質問】Q1～Ｑ3の該当箇所にチェックを付けて、該当書類を当社へ提出

年調可 年調不可

Q１　「ご自身」の給与について（①か②を選択）

　①当社が主たる給与収入である →①　　『令和4年分の扶養控除等(異動)申告書』　の提出　→Q2へ

令和4年分は他社が主たる給与となる可能性がある場合　上記申告書は未記入のまま提出

※提出済の『令和3年分の扶養控除等(異動)申告書』　に変更がある場合、再提出

　②他社でも就業しており、当社が主たる給与収入ではない →②　　当社へ調査票のみ提出し、確定申告をしてください 　（②該当者はQ2～3 「記入不要」  ）

Q2　当社以外の給与収入について（どちらか選択）

　2021年1月1日～2021年12月31日の間に当社以外で仕事をしていない →Q2　”　はい　”の場合　①の書類と下記 ★（1）～（3）の該当書類  を提出 　（Q3 「記入不要」）

→Q2　”　いいえ　”の場合　Q3へ

Q3　Q2で　『いいえ』　を選択した方のみ回答（a～ｃから選択）

a. (前職)源泉徴収票で提出期限までに届かない書類がある a. 当社へ①の書類と調査票のみ提出し、確定申告してください

例）　3社勤めていて2社分しか源泉徴収票が手元にない等

b. (前職)源泉徴収票　乙欄がすべて空白である b. 『前職の源泉徴収票』と①の書類、下記★ （1）～（3）の該当書類　を提出

c. 『乙欄が空白の（前職の）源泉徴収票』 と①の書類、下記（1）～（3）を提出

『乙欄に記載がある源泉徴収票』　は確定申告してください

★＜年末調整を当社で受けられる方が提出する書類＞　　※Q3で　a　に該当された方は提出不可

（1） 『基礎控除申告書　兼　配偶者控除等申告書　兼　所得金額調整控除申告書』 ㊟

・「給与所得者の基礎控除申告書」　欄　　（年末調整を当社で受ける場合、記入必須項目) →交通費を抜いた給与収入金額（見積額）を記入し当社へ提出

・「給与所得者の配偶者控除等申告書」　（該当者のみ記入） →配偶者の方をあなたの扶養に入れている場合のみ対象

（2） 『保険料控除申告書』　に記入後、提出　　（証明書類はこの用紙の裏面に貼付） 　生命保険・介護保険、地震保険、国民年金等、あなた個人が直接支払いをしている場合提出

（3） 『住宅借入金特別控除申告書』　※「年末借入金残高証明書」の添付必須 　住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)を受けている場合

※ 対象は住宅借入金特別控除が2年目以降の方のみ　⇒1年目の方は確定申告してください

㊟   上記(1)による控除の適用は、合計所得金額（見積額）が2,500万円を超える方は受けられません。該当する場合、申告書は未記入のまま、メモをつけてご返送ください。

全員提出書類　（※当社で年末調整出来ない場合も提出）

　【質問】　該当者のみ提出書類

全
員

任
意

年末調整　調査票

c. (前職)源泉徴収票　乙欄に1つでも「○」等、何かしらの記載がある

　社内処理欄

ﾁｪｯｸ ｽﾀｯﾌ2000 到着日

提出期限：2021年11月19日(金)迄

スタッフコード 氏　名

はい

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい


